
議会運営委員会 
 

日 時  平成２７年９月１１日（金） 午前１０時００分～  

    場 所  第３委員会室  

  

 

１ 議会の活性化について 

 （１）詳細の検討について（検討項目№7～11） 

 

 

 

 

 

２ 本会議及び特別委員会の欠席について（平成２７年９月定例会） 

 

 

 

 

 

３ その他 

 （１）次回の日程について（議会の活性化についての検討） 

 

 

 

（２）９月定例会の日程（次週）について 

 ・９月１４日（月）１４：００～ 議会運営委員会事前調整（正副委員長） 

 ・９月１５日（火）１０：００～ 一般質問 

終了後 議会運営員委員会、幹事会 

  ・９月１６日（水）１０：００～ 一般質問 

  ・９月１７日（木）１０：００～ 一般質問、総務文教常任委員会 

                  議会運営委員会事前調整（正副委員長） 

                  議会運営委員会、本会議再開(採決 1件) 

  ・９月１８日（金）１０：００～ 各常任委員会 



議会運営委員会　議会活性化検討項目　検討結果表

H27.7.10 意見等 ○ これまで（前期）の議論が戻ってしまうので検討課題としたい。

結果 検討継続

意見等

結果

意見等

結果

№7 代表質問の毎定例会実施 共産



議会運営委員会　議会活性化検討項目　検討結果表  

H27.7.10 意見等 ○ 予算を審査した委員が決算も審査できるようにしたい。

○ 予算及び決算特別委員会を全員で審査する常任委員会にして審査したい。

○ 決算審査、予算審査どちらも全員で審査することとしていきたい。詳細は
分科会で審査し、最後は全体会で審査したい。委員は議長、監査委員を除く。

結果 検討継続

意見等

結果

意見等

結果

№8 予算・決算の審査方法の見直し
緑風
公明

無会派



議会運営委員会　議会活性化検討項目　検討結果表

H27.7.10 意見等 ○ 会派で検討したい。

結果 検討継続

意見等

結果

意見等

結果

№９ 通年議会の実施
公明

無会派



議会運営委員会　議会活性化検討項目　検討結果表

H27.7.10 意見等 ○ 親族は市の請負業者になってはいけないとされている。親族の中には自治会
で役職を持っていて、建物の管理委託の当事者になること等があり、明確に
したい。

○ 具体的に役職を出して検討していかなければならない。現在の政治倫理条例
に例外規定を設ける方法等を考えつつ内容を詳細に検討したい。

結果 検討継続

意見等

結果

意見等

結果

№10 政治倫理条例の見直し 公明



議会運営委員会　議会活性化検討項目　検討結果表

H27.7.10 意見等 ○ 参考人の活用が第一歩と考える。本市議会で導入する必要性を検討したい。

○ 議員研修の講師等と顧問契約を結ぶなど考えたい。京都学園大学や京都
大学などと連携できるか検討したい。

○ 政策については連携すればよい。議会改革など議会内部のことまで連携
する必要はない。議会のことは議員で決めればよい。

結果 検討継続

意見等

結果

意見等

結果

№11 大学との政策連携 公明





予算・決算の審査方法の見直し 

 
前期における検討内容（議会改革推進特別委員会での意見等） 

 

① 予算方式に統一（委員１３人、１年交代 ※前期の議員定数は２６人） 

・少数の委員で集中的に審査すべき 

・分科会方式では全体会の運営が困難 

 

② 決算方式に統一（全議員が委員、分科会方式） 

・全議員が審査に参加すべき 

・予算決算議案以外の議案は常任委員会で専門的に審査している 

 

③ 現行のまま 

・審査方法に意味がある（詳細な分析が可能な決算審査、全体の方向をみるこ

とができる予算審査） 

 

 

※結論としては、現状のままとして検討終了。 



通年議会の実施 

 

四日市市議会における通年議会 

四日市市議会ホームページより抜粋 

○新たな取組み 

「通年議会」（第９条） ＜定例会を年１回とし、会期を通年に＞ 

導入前：議会の閉会中は、市長が臨時会を招集、付議事件の審査 

導入後：５月から翌年４月までの１年を通して議会が開会 

休会中の場合、災害等の突発的事件や緊急性のある課題、これまで地方自治法第１７９条

第１項により専決処分を行っていた議決事件は、原則として議長の権限で緊急議会を開催

し、審議することとなる。 

 

・通年議会の実施により用語が変わります 
「開会議会」 ：定例会の招集により、最初に開く会議（これまでの５月臨時会） 
会期決定、正副議長・組合議会議員選挙・議会役員の選任等を実施 
「定例月議会」：６月、９月、１１月、２月に定例的に開く会議（これまでの各定例会） 
一般質問を実施（２月は代表質問も） 
長提案議案審議・委員会審査（決算議案は９月、当初予算議案は２月）等を実施 
※各議会の名称は、議会期間ごとに、招集された日又は議会を開く日の属する月を冠して

呼称する 
（例）平成２３年５月開会議会、平成２３年６月定例月議会、平成２３年○月緊急議会 
 
「緊急議会」：定例月議会以外に緊急に必要が生じた際に開く会議（これまでの臨時会） 
「閉会議会 ：閉会に際し、必要に応じて開く会議 
「議会期間 ：上記の議会の開催する期間（これまでの会期） 
「休  会」：これまでの閉会中に相当する。議長の権限で本会議を、委員長の権限で委員

会を開催できる 



通年議会を導入した場合のメリット・デメリット 

 

・メリット 

①招集手続きを経ずに議長の判断で本会議を開くことができ、機動的、弾力的な議会運営

が可能となる。 

②審議時間を十分に確保することができる 

③議案等の提出、受理等を行える期間の制限がなくなる 

 

・デメリット 

①本会議、委員会等の開催回数が多くなれば、開催経費が増加する恐れがある。 

②地域での議員活動等の時間が少なくなる恐れがある。 

③定例会の節目がほとんどなくなり、メリハリや緊張感がなくなる恐れがある。 

 

 

導入した議会（調査時点：平成２６年７月） 

 

・都道府県議会 １団体 

 

・市 議 会 １１団体（特別区含む） 

 

・町村議会  ２２団体 
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○亀岡市政治倫理条例 

平成20年3月27日 

条例第19号 

（目的） 

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手

たる市長、副市長、教育長及び病院事業管理者（以下「市長等」という。）並びに市議会

議員（以下「議員」という。）が市民全体の奉仕者として、人格及び倫理の向上に努め、

市政に対する市民の信頼に応え、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与するこ

とを目的とする。 

 

【解説】 

  条例制定の目的を規定しています。 

  市長等及び議員が人格及び倫理の向上に努め、市政に対する市民の信頼に応えること、

公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。 

市長及び本市の重要な政治的意思決定に関与でき、広範な裁量権を有する常勤の特別

職並びに市の意思決定機関である議会の議員を条例の対象者としています。 

 

 

 

（市長等、議員及び市民の責務） 

第2条 市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対して自ら進んで

その高潔性を明確にするとともに、政治倫理基準に反する客観的事実があるとの疑惑を持

たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑を解消し、その責任を明らかにしなければなら

ない。 

2 市民は、自らも主権者として市政を担い公共の利益を実現する責務を自覚し、市長等及

び議員に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行っ

てはならない。 
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【解説】 

 １ 市長等及び議員の責務を定めています。市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自

ら進んでその高潔性を明確にすること、政治倫理基準に反するとの疑惑をもたれたとき

は、自ら疑惑を解消し、その責任を明らかにすることを定めています。 

 ２ 市長等及び議員の責務と合わせて主権者として市政を担う市民から不正な働き

かけを行わないよう市民の責務を定めています。 

 市長等及び議員が公正な職務を妨げる不正な働きかけに屈してはならないことは言

うまでもありません。 

 

 

 

（政治倫理基準の遵守） 

第3条 市長等及び議員は、公職にある者に対して適用される法律のほか、次に掲げる政治

倫理基準を遵守しなければならない。 

(1) 市（市の出資法人を含む。）が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の

者に対する行政庁の処分その他の行為に関し、特定の者のために有利な取り計らいをし

ないこと。 

(2) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、市長及び

議員にあっては、その後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。 

(3) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用して

いかなる金品も授受しないこと。 

(4) 市民全体の奉仕者として品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に

関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。 

2 議員は、前項に規定する政治倫理基準のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなけれ

ばならない。 

(1) 市の職員（臨時職員及び嘱託職員を含む。以下同じ。）の公正な職務執行を不当に

妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。 

(2) 市の職員の採用、昇任又は人事異動に関し、推薦又は紹介をしないこと。 
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【解説】 

１ 市長等及び議員が遵守すべき具体的な政治倫理基準を定めています。 

（１） 市が締結する売買、貸借、請負その他の契約、行政庁の処分その他の行為に関し、

特定の者への有利な取り計らいの禁止を規定しています。公正でない行為を禁止す

るものであり、有利な取り計らいのみでなく、逆に不利な取り計らいも含まれます。 

（２） 政治的又は道義的な批判を受ける寄附の受領禁止。市長及び議員は、個人のみなら

ず、その後援団体に対しても同様の取り扱いを措置するよう規定しています。 

（３） その地位を利用した金品の授受の禁止。「いかなる金品」とし、額等の大小にかか

わらないことを規定しています。 

（４） 市民全体の奉仕者として品位と名誉を害する行為の禁止はもとより、不正の疑惑を

持たれるおそれのある行為も禁止しています。 

 

２ 議員にはさらなる遵守事項を定めています。 

（１） 市の職員が公正に行う職務執行を妨げるような働きかけ、その権限又は地位による

影響力を不正に行使するような働きかけの禁止。 

（２） 市職員人事への介入禁止。 

（３） いわゆる「不当な口利き」を禁止しています。 
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（市工事等の請負契約に関する遵守事項） 

第4条 市長等及び議員、市長等及び議員の配偶者並びに市長等及び議員の1親等以内の親

族が役員をしている企業及び団体は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」と

いう。）第92条の2、第142条、第166条及び第180条の5並びに地方公営企業法（昭和27

年法律第292号）第7条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事の請負契約、当該請負の

下請工事契約、業務委託契約及び一般物品納入契約の当事者とならないよう努めなければ

ならない。ただし、市長等にあっては、市が出資金その他これに準ずるものの2分の1以

上を出資している法人その他の団体を除く。 

【解説】 

地方自治法及び地方公営企業法により、市長等及び議員本人の兼業禁止は規定されてい

ますが、法の趣旨を尊重し、市長等及び議員の配偶者並びに１親等以内の親族が役員をし

ている企業及び団体についても市が行う工事の請負契約、その下請工事契約、業務委託契

約及び一般物品納入契約の当事者とならないことを努力規定としています。１親等以内の

親族とは、姻族も含まれます。上記法では、配偶者や親族まで明文化されていませんが、

名義は違っていても実質的に経営に関与している場合があることを考慮し、法の規定を超

える範囲を努力規定として盛り込んだものです。しかし、これらの判断は、職業選択の自

由の観点からも行政実例、判例等に基づき、慎重に行うものとします。 
 

≪地方自治法第９２条の２≫  

議員の兼業禁止 

 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人

又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこ

れらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 

 （行政実例・判例） 

①保育所が、児童福祉法第２４条の規定による措置により、市町村長から委託を受けて児童等の

保育を行っている場合、この保育所の責任者が当該市町村の議員であっても、「請負」ではない。

（昭３９．１２．７行実） 

②「主として同一の行為をする法人」とは、当該地方公共団体に対する請負又は当該地方公共

団体において経費を負担する事業につきその団体の長もしくはその団体の長の委任を受けた者

に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占めるものをいう。（昭２５．６．３０行実） 

市長等にあっては、市が出資金その他これに準ずるものの２分の１以上を出資している

法人その他団体を除いています。 
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（指定管理者の指定に関する遵守事項） 

第5条 市長等及び議員、市長等及び議員の配偶者並びに市長等及び議員の1親等以内の親

族が役員をしている法人又は団体は、法第244条の2第3項に規定する市の公共施設の指定

管理者にならないように努めなければならない。 

ただし、市長等にあっては、市が出資金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資

している法人その他の団体を除く。 
 

【解説】 

第４条と同じく、法の規定を超える範囲を努力規定として盛り込んだものです。 

市長等にあっては、市が出資金その他これに準ずるものの２分の１以上を出資している

法人その他団体を除いています。 

 

 

 

（政治倫理審査会の設置） 

第6条 政治倫理確立のため必要な事項を調査するため、法第138条の4第3項の規定に基づ

き、亀岡市政治倫理審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 

 

 

（審査会の組織） 

第7条 審査会の委員は5人以上7人以内とし、社会的信望があり、地方行政に関し識見を有

する者のうちから、議長と協議のうえ、市長が委嘱する。 

2 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

【解説】 

 政治倫理確立のため必要な事項を調査するために、審査会を置くことを規定してい

ます。 
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5 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

6 委員は、任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱されるまでの間はその職務

を行う。 

 

【解説】 

１ 審査会の委員の人数、選任基準を定め、議長と協議のうえ、市長が委嘱することを規

定しています。 

２ 審査会の会長及び副会長について、人数、選出方法を規定しています。 

３ 会長の職務を規定しています。 

４ 副会長の職務を規定しています。 

５ 委員及び補欠委員の任期を規定しています。 

６ 任期が満了しても、後任委員が委嘱されるまではその職務を行うことを規定していま

す。 

 

 

 

（市民の調査請求権） 

第8条 市民は、市長等及び議員が、第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがある

と認められるときは、法第18条に定める選挙権を有する市民の総数の100分の1以上の者

の連署をもって、その代表者（以下「請求代表者」という。）がこれを証する資料を添え

て、市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に調査の請求を

することができる。 

2 議長は、前項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは、その書面の写しを

市長に送付するものとする。 

3 市長は、前項の規定により送付を受けたとき、又は第1項の規定により市長等に対する

調査の請求を受けたときは、速やかに審査会に審査を付託しなければならない。 
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【解説】 

  市民が調査請求できる権利及びその手続きについて規定しています。 

 １ 選挙権を有する市民の総数の１００分の１以上の者の連署をもって、その代表者が

資料を添えて請求できること、その請求先を規定しています。選挙権を有する者とは、直

近の選挙人名簿に記載された者を言います。 

２ 議長が請求を受けたときは、市長にその写しを送付することを規定しています。 

３ 市長は請求を受けたとき、又は送付を受けたときに速やかに審査会に審査を付託すべ

きことを規定しています。 

 

 

 

（審査会の調査） 

第9条 審査会の会長は、前条の規定により調査を求められたときは、速やかに審査会を招

集するものとする。 

2 審査会は、調査を請求された当該関係者の出席を求め、又は文書を提出することにより

弁明の機会を与えなければならない。 

3 審査会は、請求代表者から事情を聴取し、証拠書類等の提出を求め、又は市民その他の

関係者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。 

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得た場

合は、非公開とすることができる。 

 

【解説】 

１ 調査を求められたときの審査の迅速性を規定しています。 

２ 当該関係者の出席、又は文書提出による弁明の機会を与えることを義務付けていま

す。３ 請求代表者からの事情聴取、証拠書類等の提出を求めること、参考人の意見を

聴くことができる権限を規定しています。 

４ 会議の公開を原則とした上で、非公開とすることができる条件を規定しています。 
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（調査請求権に伴う責務） 

第10条 第8条の調査請求権は、政治倫理の確立のための権利であることから、選挙権を有

する者は、自らの責任と役割を自覚し行使するものとする。 

 

【解説】 

 調査請求権を行使するにあたっての責任と役割と自覚を規定しています。 

 

 

 

 

（報告書の提出） 

第11条 会長は、審査会の審査が終了したときは、報告書を作成し、市長に提出するもの

とする。 

 

【解説】 

 審査終了時の報告について規定しています。 

 

 

 

（市長の措置） 

第12条 市長は、審査会の報告を受けたときは、速やかにその審査結果を請求代表者に通

知するとともに、その概要を公表し、その他必要な措置を講じなければならない。 

 

【解説】 

  審査会の報告を受けた市長の義務（審査結果の通知、結果概要の公表、その他必要

な措置）を規定しています。 
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（虚偽報告等に関する措置） 

第13条 市長は、審査会での虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったと認

めるときは、その旨を公表しなければならない。 

 

【解説】 

 審査会での虚偽報告又は調査に協力しない場合等の市長の公表義務を規定していま

す。 

 

 

 

（市長等及び議員の協力義務） 

第14条 市長等及び議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又

は会議に出席して意見を述べなければならない。 

 

【解説】 

市長等及び議員が審査会の要求に応じて必要な資料の提出、意見陳述の義務を有する

ことを規定しています。 

 

 

 

（守秘義務） 

第15条 市長、議長及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

 

【解説】 

 市長、議長及び審査会委員に対して、その職を退いた後も含めて守秘義務を規定して

います。「職務上知り得た秘密」とは、非公開とされた会議の内容及び資料等が該当し

ます。 
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（職務関連犯罪容疑による逮捕以後の説明会） 

第16条 市長等及び議員が、刑法（明治40年法律第45号）第197条から第197条の4までの

規定及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪（以下「職務関連犯罪」と

いう。）の容疑による逮捕以後、引き続きその職にとどまろうとするときは、市長等にあ

っては市長に、議員にあっては議長に市民に対する説明会の開催を求めることができる。

この場合、当該市長等及び議員は、説明会に出席し釈明することができるものとする。 

2 市民は、前項の説明会において、当該市長等及び議員に質問することができる。 

3 第1項に規定する説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、市長及び議

長が協議して別に定める。 

 

【解説】 

１ 逮捕以後引き続きその職にとどまろうとする市長等及び議員が説明会の開催要求

や出席して釈明できる権利を規定しています。 

２ 説明会において市民が質問できる権利を規定しています。 

３ 説明会開催の手続きその他運営に関して、別に定めることを規定しています。 

 

 

 

 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

【解説】 

 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定めることを規定しています。 

 

 

 

  附 則 

この条例は、平成20年9月1日から施行する。 

 



　

議会名 大学名 導入時期 主な内容

山梨県
昭和町議会

山梨学院大学 平成20年5月

議員と学生とが町政の課題や問題点、
新しい政策を議論するワークショップを
実施。
（全国初の取組）

大阪府
茨木市議会

龍谷大学 平成22年5月

双方のもつ知識や人的資源を活用し、地
域社会における高度な識見を有する人材
を育成することを目的として、「龍谷大学と
茨木市議会との地域人材育成に係る相互
協力に関する協定」に調印。
龍谷大学から教員による議会改革に関す
る講演・研究支援の提供やインターンシッ
プ生を市議会で受け入れることができるほ
か、大学院の「NPO・地方行政研究コース」
への入学など、この地域連携協定により、
知識・人材の相互交流を図っている。

龍谷大学 平成23年11月

立命館大学 平成26年1月

同志社大学 平成26年4月

北海道
芽室町議会

北海道大学
平成24年6月

１議員、職員等による共同調査、研究
２議員、職員、住民等を対象とした学習機
会の提供
３大学院生等を対象とした研修機会の提
供
４市議会の事業への大学院生等の参画
５教職員と議員、職員等との研修
６その他合意した分野における活動

大阪府
八尾市議会

大阪経済法科大学 平成25年2月

知的資源を集積し研究を進める大学と議
会が連携することで、市議会における政策
立案機能の強化・充実を図り、開かれた議
会を一段と進めるとともに、学生に対して
は、市議会事務局へのインターンシップの
受け入れなどを通じて、実社会での実務経
験の機会の提供を目指している。

石川県
加賀市議会

金沢大学 平成27年3月

市議会は政策法務能力の向上をめざし、
条例や政策の策定時に専門的な助言を求
め、大学院側は調査研究や学生の受け入
れなどを行う。

大学との政策連携（主な事例）

滋賀県
大津市議会

大学の知的資源を議会改革に活用し、政
策立案機能の強化と人材育成を行うため
パートナーシップ協定を締結。


